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濁
議
第
二
帝
凶
時
代
の
枇
骨
格
謹
と
謹
骨

第
五
十
六
巻

四

弘司

第
四
抗

J¥. 

凹

居時

究

濁
逸
第
二
一
帝
国
時
代
の
吐
曾
構
造
三
運
管

-
第
一
夫
世
界
戦
争
に
於
げ
る
敗
因
の
一
考
察

|
l

中

JII 

.fIi主
ノ、

之

助

し

ナ
チ
ス
は
ナ
チ
ス
同
一
認
を
第
三
帝
閣

3
E
主
晋

F
Z〕
と
い
ひ
、
之
に
謝
し
て
才
ツ
ト
大
帝
に
よ
り
て
建
設
せ
ら
れ
し
紳
型
ロ

1

7

帝
闘
を
第
一
帝
岡

(
E
m
O
2
0
宮
R
F
)

と
い
ひ
、
ぜ
ス
7

ル
ク
に
よ
り
色
建
設
せ
ら
れ
し
プ
ロ
シ
ヤ
濁
逸
主
第
二
帝
岡
(
O
E

2
E
@
F
h
E
)
と
よ
ぷ
。
け
叫
に
吾
人
が
第
二
物
闘
と
よ
ぷ
は
己
の
ナ
チ
ス
の
名
稽
に
従
ふ
。

E
D
澗
遜
第
二
帝
国
は
第
一
吹
世
界
戦

守
に
於
て
敗
れ
て
崩
壊
し
、
弐
の
岡
家
、
印
ち
ナ
チ
ス
の
所
調
中
間
幽
J

袋

S
E
E
M『
E

E
且
)
に
移
う
た
。
何
故
に
第
二
帝
闘
は
敗

(j: 

カ3

き

れ
た
か
‘
そ
し
て
敗
れ
た
る
後
に
何
故
に
第
二
帝
国
政
再
建
せ
ら
れ
宇
し
て
そ
れ
が
革
命
せ
ら
れ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
岡
家
と
し
て

根
本
的
に
未
完
成
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
悲
か
ら
ろ
か
、
ナ
チ
ス
は
棒
高
ら
か
に
1

永
遠
白
調
遜
」

(
d
E
2
者

F
己
目
己
自
白
)
を

或
は
「
震
の
岡
山
zq
明」(出
R
R
F
F
O
E
2
4
を
建
設
せ
ん
と
す
る
も
の
た
り
と
叫
ぶ
、
そ
の
言
葉
の
一
一
民
に
は
い
ふ
ま
で
も
在
〈
今
ま
で
の

即
ち
彼
等
の
所
謂
第
帝
闘
も
第
一
帝
闘
も
又
中
間
岡
家
も
岡
家
と
し
て
不
完
杢
・
未
完
成
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。



然
ら
ば
と
れ
ら
過
去
白
岡
家
は
如
何
た
る
依
慨
を
も
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
、
新
し
き
ナ
チ
ス
は
い
か
た
る
貼
を
い
か
や
う
に
超
克

し
よ
う
と
し
っ
、
あ
る
の
か
。
と
の
問
題
は
新
L
き
ナ
チ
ス
の
岡
家
現
念
を
出
し
〈
理
解
す
る
に
も
必
要
で
あ
る
の
み
た
ら
宇
、
欧

例
文
化
白
過
去
に
劉
ず
る
批
判
と
し
て
も
組
め
て
興
味
多
量
と
と
と
考
へ
る
。
而
仁
て
奇
人
は
澗
渇
園
家
残
展
の
過
程
に
於
峠
り
る
苦

難
を
み
る
に
つ
け
て
も
、
我
日
本
白
幽
憾
の
優
秀
な
る
己

K
を
痛
感
す
る
も
の
怠
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
種
々
。
迂
徐
曲
折
を
粧
な

が
ら
も
濁
治
国
家
四
護
展
白
方
向
が
弐
第
忙
円
本
的
左
も
の
に
緩
近
し
っ
、
あ
る
と
ム
」
を
見
出
す
と
と
は
欧
洲
文
化
。
新
生
と
し
て

拘

ι欣
快
に
た
え
胞
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
正
口
人
は
以
下
か
ゃ
う
在
裂
展
過
程
を
辿
り
q

h
あ
る
澗
逸
岡
家
史
の
一
過
程
と

し
て
の
第
二
情
闘
時
代
を
取
扱
は
ん
と
す
る
白
で
あ
る
が
、
問
題
の
後
り
忙
庇
汎
忙
亙
る
を
避
け
専
ら
枇
命
的
構
迭
を
中
心
と
し
て

取
技
ム
で
あ
ら
号
。

第
一
帝
川
幽
心
建
設
は
政
治
的
に
は
-
八
七
-
年
並
日
仰
戦
争
に
於
げ
る
勝
利
を
契
機
止
し
て
金
調
逸
諸
邦
を
統
一
せ
る
に
始
ま
る
。

そ
れ
は
普
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
↑
防
白
下
に
於
け
る
ピ
1

マ
ル
ク
の
偉
業
で
あ
っ
た
E
と
は
徐
り
に
も
知
ら
れ
た
る
己
と
で
あ
る
。
己
の

調
逸
帝
闘
。
建
設
か
ら
一
九
一
四
年
の
第
一
究
世
界
戦
争
O
勃
溌
忙
至
る
ま
で
の
約
四
十
年
は
所
謂
第
二
帝
図
時
代
で
あ
る
。
そ
れ

は
後
進
園
調
趨
白
艇
拙
阿
が
先
進
岡
英
吉
利
の
そ
れ
を
正
に
凌
駕
せ
ん
と
し
、
軍
備
も
充
貸
し
、
闘
官
も
九
口
も
増
加
し
岡
氏
の
意
気

は
昂
揚
せ
ら
れ
〔
諸
国
を
驚
駿
せ
し
む
る
に
至
っ
た
鴛
〈
ペ
き
飛
躍
設
展
。
時
代
で
る
る
。
ピ
ス
マ
ル
ク
が
「
我
等
調
逸
人
は
紳
を

恐
れ
る
、
一
岬
以
外
白
何
物
を
も
恐
れ
な
い
」
と
い
っ
た
己
止
は
必
や
し
も
宗
教
的
意
味
に
止
ら
や
'
し
て
隆
々
た
る
岡
成
の
上
昇
を
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
o

か
〈
白
如
き
輝
し
き
抽
出
展
に
も
拘
ら
や
漏
逸
同
家
白
内
部
に
は
幾
多
の
未
熟
た
る
も
白
未
解
決
た
る
も
白
が

残
存
し
て
ゐ
た
。
郎
ち
之
を
一
言
に
要
す
れ
ば
第
三
帝
閣
は
岡
家
と
し
て
は
未
完
成
で
あ
っ
た
。
枇
舎
は
不
統
一
と
分
裂
を
有
し
思
想

調
態
停
二
帝
園
時
代
内
社
骨
構
龍
之
謹
瞥

第
五
十
六
巻

四

五

第
凹
競

へ
五



掲
場
第
二
帝
園
時
代
自
枇
官
構
法
と
建
替

的
に
も
何
等
国
家
的
に
統
一
せ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
人
は
屡
々
第
一
次
財
界
戦
時
ず
に
於
て
濁
逸
は
武
力
臓
に
於
て
勝
ち
粧
碑
門
職
・

策
五
十
六
巻

回
二
六

第
四
挽

戸ら
/.  

/、

思
怨
戦
に
敗
れ
た
と
い
ふ
。
乍
併
一
音
人
の
み
る
所
を
以
て
す
れ
ば
経
済
戦
・
思
想
戦
忙
敗
る
込
が
如
き
揚
合
武
力
戦
に
勝
つ
と
い
品

己
と
は
あ
り
え
た
い
の
で
あ
る
。
己
目
意
味
に
於
で
第
一
次
世
界
戦
争
に
於
て
は
満
治
白
民
自
武
力
が
稜
母
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い

ふ
べ
き
で
あ
ら
弘
。
己
れ
ら
の
苦
き
経
験
に
顧
み
て
ナ
チ
ス
は
買
白
文
武
一
悼
と
そ
調
逸
強
化
白
根
本
註
り
と
た
し
て
ゐ
る
の
刀
あ

る
。
以
下
吾
人
は
第
二
帝
岡
時
代
の
政
治
的
様
浩
・
枇
合
的
構
造
・
文
化
的
構
治
を
各
々
を
の
還
皆
と
共
に
併
せ
て
考
袋
し
工
ぅ
一
と

考
へ
る
。

第
二
帝
園
時
代
の
政
治
的
構
造

之
を
明
に
す
る
鋳
に
五
円
人
は
そ
の
常
時
白
国
家
の
基
本
橋
治
主
遁
ぺ
ね
ば
た
ら
由
。
第
一
価
閥

。
園
家
と
し
て
白
特
色
は
そ
れ
は
統
一
因
家
と
し
て
漸
〈
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
未
だ
偉
統
や
歴
史
を
有
せ
ね
己
と
、
し
か
も

モ
白
内
部
は
麓
多
D
小
邦
か
ら
一
な
り
、
モ
れ
ら
の
小
邦
が
各
々
可
た
り
大
た
る
範
聞
に
於
て
封
建
的
弱
立
と
自
由
を
停
承
し
て
ゐ
た

乙
と
、
従
っ
て
新
し
き
調
逸
帝
闘
は
未
J

売
買
の
国
家
的
一
慨
を
た
し
て
ゐ
む
か
っ
た
己
と
に
あ
る
。
岡
家
と
し
て
の
侮
統
や
歴
史
の

た
い
と
と
も
内
部
的
に
完
金
に
融
合
し
切
れ
ぬ
も
の
を
有
す
る
と
い
ふ
己
と
も
、
い
ふ
ま
で
も
危
く
岡
家
的
構
成
が
未
だ
確
立
し
て

ゐ
た
い

E
と
を
意
味
し
、
貨
の
岡
家
的
権
威
の
陣
立
せ
ざ
る
己
と
は
凶
民
的
総
力
を
護
障
し
え
な
い
己
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

ら
う
。
五
口
人
は
こ
の
己
と
を
更
に
詳
蓮
せ
か
ば
た
ら
砲
。

調
逸
凶
『
援
の
建
設
の
歴
史
を
姑
く
ナ
チ
ス
の
所
調
第
一
帝
園
時
代
に
遡
り
て
考
察
す
れ
ば
、
ピ
ス
マ
ル
ク
岡
家
の
建
設
ま
で
約
九

百
年
、
そ
の
問
幾
多
の
曲
折
を
耐
慌
て
ゐ
る
。
今
そ
の
九
百
年
を
大
別
す
れ
ば
狗
治
王
オ
ツ
ト
大
帝
が
九
六
三
年
同
隣
を
征
服
し
て
帥

聖
ロ
1
7
皇
帝
の
骨
骨
格
を
か
ち
史
し
以
来
、
代
々
の
狗
遜
王
は
そ
の
牢
稿
を
繕
宮
、
か
の
一
八

O
五
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
比
敗
ら
れ
て
換



本
利
皇
帝
フ
ラ
ン
シ
ス
↑
一
世
が
神
聖
ロ

1
7
皇
帝
の
隼
稀
を
僻
す
る
ま
で
約
九
両
年
聞
は
岬
翠
ロ

1

7
帝
国
時
代
と
い
ひ
う
呂
で
あ

ら
う
。
し
か
も
モ
白
九
百
年
同
の
中
、
後
牢
白
約
瓦
百
同
年
聞
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
白
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
家
が
閣
制
逸
皇
帝
樵
を
鱗
承
し
来
て

た
の
で
あ
る
。
従
ヴ
て
歴
史
的
侍
統
か
ら
い
へ
ば
率
る
オ

E
ス
ト
リ

7
E
モ
組
問
逸
園
家
の
統
一
r

に
進
む
べ
き
で
あ
っ
た
。
然
る
に
ハ

プ
ス

γ
ル
グ
王
家
。
政
治
が
振
は
一
な
く
な
り

L
所
に
、
十
七
世
紀
の
初
め
頃
プ
ロ
シ
ヤ
王
凶
が
勃
興
す
る
に
至
り
、
オ
1
ス
ト
リ
ヤ

企
プ
ロ
シ
ヤ
正
が
濁
逸
民
族
統
一
と
い
ふ
大
業
に
就
て
雌
雄
を
決
す
る
己
と
圭
た
っ
た
。
そ
の
問
オ
1
ス
ト
リ
ヤ
は
普
塊
戦
争
に

Z

り

τプ
ロ
シ
ヤ
に
敗
れ
又
ナ
ポ
U

オ
y
の
寧
に
厩
醐
せ
ら
れ
只
管
法
落
の
過
程
在
辿
る
一
方
た
り
し
に
、
他
十
占
、
新
興
プ
ロ
シ
ヤ
は

ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
復
醤

E
途
げ
て
維
凶
曾
議
に
サ
ク
ソ
ニ
ヤ
白
大
半
及
び
ラ
イ

V
4

隔
岸
白
地
主
獲
、
更
に
そ
白
後
関
税
同
盟
を
作
り

(
一
八
三
三
斗
)
モ
れ
が
北
濁
逸
駒
邦
に
ま
で
設
展
し
、

ぐ
担
制
逸
民
族
の
糾
合
と
し
て
白
調
逸
帝
園
の
建
設
K
ま
で
漕
ぎ
つ
砂
た
の
で
あ
る
。
さ
て
右
の
如
昔
過
程
を
経
て
ナ
チ
ス
の
所
謂
第

一
八
七
一
年
普
伸
戦
争

ι於
け
る
勝
利
を
契
機
と
し
て
オ

1
1
ト
り
ヤ
を
除

一
一
帝
国
の
建
設
せ
ら
れ
た
る
も
の

h

、
第
二
帝
闘
は
藷
雪
調
逸
国
家
と
し
昔
、
氷
雪
覇
檎
と
侮
統
と
を
有
せ
る
オ
1
ス
ト
り
ヤ
冒
と
の
闘

争
に
よ
り
、
且
ワ
附
者
の
安
協
成
立
せ
歩
、
遂
に
オ

1
ス
T
リ
ヤ
を
除
外
し
て
繭
餓
の
諸
小
邦
を
プ
ロ
シ
ヤ
の
糾
合
せ
右
所
謂
聯
邦

岡
家

(Fロ
宮
司
門
戸
主
で
あ
り
、
そ
れ
ら
白
一
晴
樹
邦
は
各
々
小
さ
き
な
が
ら
に
も
不
き
停
統
と
歴
史
を
有
し
、
新
園
家
か
ら
濁

t
せ
る

権
限
を
四
回
保
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
註
↓
〉
一
八
七
一
年
の
憲
法
に
土
れ
ほ

r
イ
ツ
は
ド
イ
ヲ
帝
闘
と
稽
す
る
聯
邦
岡
家

ιし
て
、
二
十
て
の
君
主
周
及
び
一
一
一
つ
の
共
和
凶
か
ら
i

師

ち
凶
つ
目
玉
岡
(
プ
ロ
シ
ヤ
・
パ
ゲ
ア
リ
ア
・
ヂ
ク
セ
ン
・
ゲ
ユ
ル
テ
ン
イ
ル
グ
)

d

六
ワ
の
大
へ
ル
ツ
オ
ー
ク
領
(
パ

1
F
ν

・
へ
ツ
セ
ン
・
メ
ク
レ
ン
プ

ル
グ
H

シ
ユ
グ
エ

P
ン
・
ザ
タ
セ
ン

uny
イマ
1

ル
・
メ
ク
レ
ン
プ
ル
グ
H

ス
ト
レ

B
ツ
ッ
・
オ
ル
F
U
プ
ル
グ
)
、
ー
ワ
白
内
ル
ツ
オ
ー
ク
領
(
プ
ラ
ウ

ン
V

品
ヲ
イ
ク
・
ヂ
ク
セ
ン
H
マ
イ
-
シ
ゲ
ン
・
ザ
タ
セ
ン

U
ア
ル
テ
シ
プ
ル
グ
・
ザ
タ
セ
ン

U
ヨ
プ
ル
タ
H
ゴ

l

タ
・
ア
ン
ハ
ル
ト
}
、
七
ワ
伯
母
欝
値

(
シ
品
ワ
ル
ツ
ヤ
ル
グ
H

ル
ド
ル
y
シ
品
タ
ツ
ト
・
シ
豆
ワ
ル
ツ
プ
ル
グ
H

ゾ
シ
ヨ
ア
ル
ス

A
P
ぜ

ν
・
ヲ
ル
デ
ッ
ク
・
醤
系
ラ
イ
ス
・
新
系
ラ
イ
ス
・
シ
ア
ウ

澗
港
第
二
帝
岡
時
代
田
世
曾
構
揖
と
撞
普

第
五
十
六
巻

四

七

第
四
観

F、
七



洞
地
第
二
帝
閣
時
代
目
枇
曾
構
誌
と
蓮
替

第
五
十
六
巻

四

丹、

第
四
鶴

凡

l¥. 

ム
プ
ル
グ
U

リ
ツ
ベ
・
リ
ツ
ベ
)
直
び
三
つ
の
自
由
市

(
p
a
-
-ヘ
ツ
ク
・
プ
レ

J
メ
ン
・
ハ
ム
プ
ル
グ
)
が
成
立
し
た
。
と
れ
ら
の
閣
家
ほ
聯
邦
へ
の
加
入

白
瞬
間
か
ら
そ
の
主
棋
を
央
っ
た
e

「
帝
園
川
此
ノ
憲
法
ノ
規
定
一
一
絶
ヒ
前
時
ノ
時
間
内
一
一
於
テ
立
世
植
手
行
ァ
、
帝
岡
法
律
ハ
聯
邦
#
岡
ノ
世
智
=

優
先
ス
」
(
第
二
僚
)
。
聯
邦
の

E
の
岡
家
の
市
民
も
帝
問
中
全
領
土
に
於
て
一

m民
梗
点
佐
賀
現
ず
る
。
帯
四
監
普
及
び
帝
岡
立
桂
の
槽
限
に
入
る
も
の
は

(
1
)
移
住
町
自
由
・
蹄
化
・
市
民
権
且
wv
旅
行
券
に
揮
は
る
法
規
、

(
E
)
閥
韓
・
商
業
及
び
租
税
に
就
て
の
立
昔
、
(

3

)

度
量
揖
制
度
・
貨
格
制
度
、
(
4
)
銀

行
に
闘
す
る
一
般
的
桂
規
、

(
5
)
特
許
構
及
び
費
明
、

(
8
〉
著
作
榔
の
擁
護
、

(
7
)
ド
イ
ツ
の
丹
岡
貿
易
、
ド
イ
ツ
白
梅
題
業
の
擁
護
四
組
織
及
び
領

事
職
設
定
、

(
8
)
国
家
防
衛

ε共
調
昭
商
業
主
由
利
益
の
錦
に
建
設
さ
れ
た
錨
遵
且
び
水
陸
交
誼
路
、

(
9
)
聯
邦
の
若
干
の
闘
家
に
と
っ
て
共
祖
な
ホ

路
に
よ
る
木
材
惇
誕
ー
と
航
行
、
(
叩
)
郵
便
及
び
電
信
、
(
日
)
哉
判
判
決
の
相
反
的
執
行
に
闘
す
る
規
則
、
(
四
)
書
類
の
保
謹
に
闘
十
一
る
規
則
、
(
四
)
ナ

べ
て
の
民
法
・
珊
法
及
び
訴
訟
に
闘
す
る
一
瞬
的
立
告
、

(
H
)
開
栴
軍
の
組
織
、
(
戸
川
)
勝
療
及
刊
日
家
者
酵
鼎
静
察
に
聞
ず
る
怯
規
、
(
国
)
問
販
及
び
輪

一一7ン
下
グ

l
7

枇
楳
に
闘
す
る
法
規
、
そ
の
件
、
一
切
の
劃
持
政
策
も
本
帝
閣
の
管
轄
に
属
す
る
。
糟
て
残
僚
の
事
項
は
自
分
の
憲
法
・
王
室
・
議
曾
(
地
方
議
骨
)
及
び

政
府
を
保
持
せ
る
個
々
の
閣
家
円
管
理
に
付
せ
ら
れ
る
。
例
之
、
闘
民
教
育
・
教
合
・
行
政
時
之
で
あ
る
。
尤
も
と
れ
ら
町
分
野
で
も
帝
国
は
立
法
在
住

律
履
行
に
劃
す
る
一
柑
的
統
制
を
そ
の
手
に
握
り
執
行
は
個
々
由
一
閥
家
に
委
ね
ら
れ
た
巴
臨
畑
、
帝
闘
は
回
有
の
財
源
ξ

し
て
闘
輸
政
入
・
消
費
酷
・
郵

便
牧
入
を
そ
の
芋
に
枇
め
た
が
、
そ
申
他
。
財
源
は
各
小
邦
に
番
ね
ら
れ
、
帝
闘
の
歳
闘
が
歳
入
を
且
て
充

L
え
ざ
る
揚
合
は
聯
邦
の
負
婚
と
し
て
の

分
携
金
(
冨
忠
岡
田
内
己
目
官
官
品
。
)
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
た
。
(
第
七

O
保
)
又
、
開
枕
・
煙
草
枯
印
紙
枕
同
一
引
上
も
全
部
帝
困
の
耽
入
と
な
ら
ず
一
定

額
以
上
は
者
邦
に
割
営
ナ
ベ
さ
と
と
'
と
な
っ
で
ゐ
た
。
(
フ
ラ
ン
ク
U

J

U

V

Z

9

イ
U
J

約
款
)
C

そ
め
他
聯
邦
の
特
摘
は
軍
事
陀
闘
し
で
も
維
持
さ
れ
て
ゐ

た
。
軍
隊
は
平
時
に
も
戦
時
に
も
皇
帝
の
命
令
に
従
ふ
(
六
一
一
-
幌
)
の
で
あ
る
が
、
と
の
軍
隊
世
帝
岡
斡
構
成
す
る
各
邦
品
ち
提
供
さ
れ
る
徴
募
兵
制
度

を
某
礎
と
し
た
る
も
の
で
あ
り
軍
事
行
政
は
各
邦
の
掌
中
に
時
間
さ
れ
て
ゐ
た
e
尤
も
賃
際
に
は
一
一
十
五
筒
闘
中
噌
=
一
同
(
バ
イ
エ
ル
ン
・
ゲ
ユ
ル
ア
ン
4

ル
グ
・
ザ
ク
セ
ン
)
の
品
が
こ
の
聯
邦
樫
在
行
使
し
、
他
の
諸
邦
は
何
れ
い
も
協
定
に
よ
っ
て
そ
由
権
利
。
行
使
を
ア
ロ
ジ
ヤ
に
委
ね
て
ゐ
た
。

之
を
要
す
る
忙
ピ
ス
マ
ル
ク
白
濁
逸
帝
闘
は
澗
逸
聯
邦
中
の
一
大
強
固
た
る
プ
ロ
シ
ヤ
が
他
の
諸
邦
に
君
臨
す
る
に
至
れ
る
も
の

で
あ
り
、
各
小
邦
が
岡
家

(
m
E
4
と
し
て
の
瀦
立
を
維
持
し
つ
A
「
聯
邦
領
土
及
ピ
ソ
ノ
領
土
内
ニ
行
ハ
ル
ル
権
利
ヲ
保
護
シ
並

ニ
問
調
品
地
図
民
ノ
安
全
ヲ
保
持
セ
ン
タ
メ
一
こ
締
結
せ
る
「
永
久
ノ
同
盟
L

で
あ
り
所
謂
聯
邦
岡
家

(
F
E
Z
E主
で

あ

る

。

そ

れ

が

岡
家
聯
合

(
E
E
E
E
E
)
L
L異
り
、
相
判
逸
帝
国
に
は
，
し
ん
た
る
樺
限
が
掌
握
せ
ら
れ
た
白
で
あ
る
が
、
し
か
も
各
小
同
家
が
侍
統
的
投



自
己
D
利
益
を
維
持
せ
ん
と
し
た
と
と
、
各
小
園
内
或
問
の
利
害
白
衝
突
並
び
に
聯
邦
諸
岡
家
と
濁
遜
帝
閣
と
由
利
害
や
侍
統
の
問
題

等
が
、
相
判
泡
帝
国
の
裂
展
途
上
に
於
け
る
病
症
と
た
り
し
己
と
は
拘
に
そ
の
岡
家
構
成
の
沼
草
か
ち
み
て
止
む
を
主
ぎ
る
も
の
が
あ

っ
た
主
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

奇
人
は
進
ん
で
新
し
き
濁
逸
帝
闘
の
岡
家
精
神
を
検
討
し
た
い
と
考
へ
る
。
抑
も
相
側
逸
民
族
が
民
族
と
し
て
の
白
魔
を
も
ち
そ
の

統
一
を
夢
む
る
に
至
れ
る
は
文
範
復
興
に
起
凶
す
る
と
た
ず
べ
き
で
あ
ら
う
。
文
義
復
興
は
人
間
へ
の
白
血
児
わ
け
で
も
人
聞
の
知
性

へ
の
自
強
と
た
り
て
多
〈
の
裂
明
後
見
を
も
た
ら
し
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
が
護
見
せ
ら
れ
印
度
航
路
が
開
拓
せ
ら
る
L
に
及
び
諸
闘
民

の
活
滋
た
る
岡
家
建
設
運
動
と
在
っ
て
い
っ
た
。
調
逸
に
も
亦
と
の
新
時
代
の
思
潮
が
押
し
土
せ
て
婆
術
家
と
し
て
の
デ
ュ

I
一フ

1
・

ホ
ル
パ
イ
ン
・
グ
リ
ュ

I
ネ
ワ
ル
ド
・
ク
ラ

1
ナ

1
A
、
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
ピ
ル
グ
ハ
イ

7
1
、
印
刷
術
の
稜
明
者
グ

I
テ

y

ベ
ル
グ
を
出
し
た
。
併
し
「
ヂ
ル
マ

V

人
を
自
己
に
立
ち
師
ら
せ
た
」
も
の
は
ル
ッ
タ
ー
で
あ
ち
ろ
と
い
は
れ
る
。
ル
ッ
グ

1
の
投

じ
た
宗
教
改
革
の
燥
大
は
不
合
迎
た
る
宗
教
的
問
判
断
や
形
式
・
拘
束
を
排
斥
し
て
人
間
的
理
性
・
人
間
的
生
活
。
解
放
の
大
た
る
機

縁
と
た
っ
た
と
と
は
い
ふ
ま
で
も
た
い
が
、
彼
は
又
聖
書
を
潤
泡
諾
に
制
課
し
、
そ
の
潤
逸
語
聖
書
に
よ
り
て
ル
ヲ
タ
l
の
宗
教
改

平
白
理
想
と
後
に
標
準
組
側
遁
語
ム
」
た
っ
た
上
部
ザ
ク
セ
ン
認
を
共
に
品
川

E
杢
凋
逸
K
普
及
せ
し
む
る
に
烹
っ
た
。
開
問
逸
民
族
は
澗
品
坦

認
に
よ
り
て
濁
逸
精
一
脚
を
抱
興
せ
し
む
る
忙
至
Z
は
ま
づ
落
に
始
ま
る
。

乍
併
、
ル
ッ
ク
ー
に
土
り
て
澗
逸
語
と
潤
逸
精
神
の
復
興
O
契
機
が
興
へ
色
る
aa

陀
至
っ
た
と
い
ム
も
の
の
、
必
ッ
タ
l
k
z
り

て
投
ぜ
ら
れ
し
宗
教
改
革
に
よ
り
て
新
葎
宗
教
の
大
混
飢
を
招
来
し
、
そ
れ
が
叉
政
治
的
介
裂
・
闘
争
を
激
化
せ
し
め
る
E
と
前
後

百
二
十
年
に
友
ぴ
、
殊
に
そ
の
終
期
一
三
十
年
戦
後
に
於
て
湖
逸
は
全
〈
疲
弊
し
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
然
し
幽
民
の
苦
難
と
失
望
は
そ

の
団
民
を
内
省
に
導
き
深
き
思
索
品
川
動
を
始
め
し
む
る
。
調
逸
の
内
的
生
活
は
己
の
頃
よ
り
民
族
統
一
へ
の
夢
を
抱
く
に
至
っ
た
。

問
逸
第
二
帝
問
時
代
の
枇
合
構
盛
と
控
持

第
r
n
f
J
ハ
巷

問

了九

t
F
削
競

/、
ブL



硝
連
第
二
帝
岡
時
代
の
壮
骨
格
撞
と
担
瞥

第
五
十
六
巻

凶一一一
C

静
凹
腕

:九

O 

回
よ
り
潤
逸
民
族
運
動
は
そ
の
後
坦
々
た
る
一
路
を
進
ん
だ
・
わ
け
で
は
な
く
、
拘
に
波
凋
多
〈
ル
ッ
タ

1
一ω畷
趨
以
来
三
一
十
年
戦
争

後
ピ
ス
マ
ル
ク
図
家
の
建
設
ま
で
に
は
約
三
百
六
十
年
を
要
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
吾
人
は
本
論
に
於
て
そ
の
沼
程
在
詳
漣
す
る
謹

を
有
し
泣
い
が
、
猫
逸
民
族
の
民
族
意
識
を
昂
揚
せ
し
め
只
管
猫
逸
民
族
白
統
一
的
園
家
へ
の
展
望
在
高
め
し
め
る
に
至
っ
た
も
の

は
悌
繭
凶
大
革
命
に
於
け
る
反
封
建
的
自
由
思
恕
の
影
響
並
び
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
白
臥
洲
制
覇
白
犠
牲
と
た
り
て
猫
泡
凶
土
が
燥
摘
さ

れ
た
上
に
略
取
分
割
さ
れ
し
己
と
並
び
に
濁
治
民
族
の
一
例
蘭
西
軍
隊
・
国
家
へ
の
隷
助
化
と
い
ふ
闘
は
ん
的
凪
辱
K
起
凶
す
る
と
考
へ

る
。
シ
ュ
ダ
イ
ン
の
行
政
改
革
、
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
・
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
の
軍
制
改
革
、
さ
て
は
フ
イ
ヒ
ア
・
へ

1
F
ル
・
リ
ス
ト

等
の
愛
図
的
哲
製
や
経
消
政
策
を
生
み
出
し
た
る
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
巳
大
王
や
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ル
へ
ル
ム
一

J

一
世
の
如
昔
園

民
的
園
王
の
現
は
れ
し
悉
く
悌
蘭
西
へ
の
復
讐
又
は
悌
繭
西
か
ら
の
調
立
解
放
と
い
ふ
園
民
的
布
求
心
具
現
に
外
な
ら
ね
。

さ
て
吾
人
は
潤
逸
白
民
族
的
統
一
の
思
想
の
流
れ
を
か
く
の
如
く
概
観
し
た
白
で
あ
る
が
、
ピ
ス
マ
ル
ク
同
家
精
神
と
い
ふ
問
題

の
中
心
に
蹄
ら
ね
ば
た
ら
む
。
ピ
1

マ
ル
ク
岡
家
は
プ
ロ
シ
ヤ
が
核
心
と
な
り
て
結
成
せ
ら
れ
し
岡
家
な
る
が
故
に
そ
の
園
家
精
神

は
プ
ロ
シ
ヤ
精
一
柳
で
あ
る
と
い
ム
乙
と
と
そ
重
史
た
る
問
題
で
あ
ら
う
。
勿
論
調
逸
園
一
哉
と
し
て
護
雪
侍
統
を
有
ず
る
も
の
は
オ

l

ス
ト
リ
ヤ
で
あ
り
、
濁
逸
文
化
が
才

1
ス
?
リ
ヤ
を
中
心
と
し
て
褒
展
し
た
が
故
に
、
プ
ロ
シ
ヤ
文
化
も
亦
オ

1
ス
ト
リ
ヤ
的
訟
も

の
を
そ
白
地
熔
忙
も
っ
て
ゐ
る
E
と
は
営
陣
酷
で
あ
る
が
、
プ
ロ
シ
ヤ
に
は
プ
ロ
シ
ヤ
特
有
の
近
代
精
神
が
褒
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。

プ
ロ
シ
ヤ
精
一
脚
の
最
大
の
特
色
は
「
構
成
と
力
と
の
崇
拝
」
で
あ
っ
た
。
従
つ
亡
そ
己
に
は
続
格
な
る
規
律
と
統
制
が
行
は
れ
義
務

の
感
情
と
服
従
白
一
精
紳
が
組
織
的
に
養
は
れ
て
ゐ
た
。
プ
ロ
シ
ヤ
が
向
武
白
一
幽
と
注
り
優
秀
た
る
官
僚
と
軍
人
。
固
と
な
っ

τ
い
つ

た
と
唱
と
は
い
ふ
ま
で
も
た
い
。
更
に
プ
ロ
シ
ヤ
は
歴
史
と
博
統
を
重
ん
じ
調
布
直
的
な
る
も

D
E寧
重
し
出
来
る
だ
け
外
図
的
危
る
も

. ' 

の
を
抑
へ
ん
と
し
た
。
査
し
、
プ
ロ
シ
ヤ
の
矯
め
に
も
幾
百
年
渦
逸
民
族
の
夢
み
し
淵
逸
園
中
哉
の
統
一
の
矯
め
に
も
、
プ
ロ
シ
ヤ
を



強
化
す
る
と
と
が
何
よ
り
の
急
務
で
あ
っ
た
。
き
れ
は
ホ

l
エ
Y

ツ
オ
ル
レ
ン
家
白
微
々
た
る
大
名
か
ら
j

ラ
ン
J

ア
ン
プ
ル
グ
の
遊

彊
伯
M
A

ぴ
濯
帝
伎
と
な
り
、
つ
い
で
プ
ロ
イ
セ
ン
白
君
公
と
た
る
ま
で
白
苦
難
。
歴
史
を
顧
み
て
も
、
虎
腕
陀
々
た
る
フ
ラ
ン
ス
・

イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
四
隣
の
情
勢
か
ら
み
て
も
、
叉
現
に
既
に
併
合
し
た
る
園
々
白
地
理
的
・
人
種
的
に
多
種
多
様
た
る
を
み
て
も
、

更
に
は
又
プ
ロ
シ
ヤ
の
一
世
曾
的
階
居
の
中
接
を
た
し
て
ゐ
る
地
方
貴
族
品

Y

カ

1
と
D
結
合
の
潟
め
に
も
、
や
む
を
え
ざ
る
も
の
が

あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
勿
論
新
興
プ
ロ
シ
ヤ
を
指
導
し
た
フ

H
1
ト

H
ッ
ヒ
二
世
に
し
て
も
ピ
ス
マ
ル
ク
に
し
て
も
現
責
的
危
政
策
の

貨
践
者
で
あ
り
、
尚
武
一
貼
張
り
で
は
な
〈
堅
牢
に
し
て
梁
軟
、
侍
統
ゼ
重
ん
ヂ
る
と
共
に
革
新
を
も
採
り
構
成
を
一
市
す
と
共
に
他

方
必
長
と
あ
れ
ば
寛
容
を
示
す
に
も
容
か
で
は
た
か
っ
た
。
併
し
プ
ロ
シ
ヤ
思
想
の
主
相
が
封
建
的
・
停
統
的
・
権
力
的
で
あ
っ
た
と

と
は
否
み
え
な
い
と
と
で
あ
っ
た
。
ピ
ス
マ
ル
ク
が
「
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
緊
要
注
も
の
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
自
由
主
義
で
は
な
〈
プ
ロ

イ
セ

Y
D
力
で
あ
る
。

J

・
:
・
犬
問
題
を
決
定
す
る
の
は
演
説
や
投
喋
で
出
泣
い
。

i

の
だ
」
と
い
っ
た
言
葉
そ
の
他
そ
れ
に
類
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
だ
ら
う
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
一
世
も
神
構
君
主
制
を

そ
れ
は
織
と
血
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

信
じ
民
主
主
義
を
排
し
た
。
舌
人
が
常
時
の
プ
ロ
シ
ヤ
岡
家
精
一
仰
を
検
討
す
る
揚
合
に
何
ら
岡
家
迎
念
が
確
立
し
て
ゐ
た
い
と
と
を

設
見
ず
る
。
プ
ロ
シ
ヤ
が
猫
逸
民
族
白
一
統
一
圃
家
主
建
設
す
る
と
自
負
し
な
が
ら
も
、
建
百
年
調
逸
民
族
の
描
い
た
邸
念
と
し
て
の

国
家
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
な
い
。
岡
家
L
」
闘
氏
と
の
関
係
は
封
建
的
た
服
従
支
配
の
閥
係
に
し
て
、
民
族
的
血
の
保
護
・
精
紳
の
保

護
・
生
活
の
保
護
ー
ー
ー
之
宮
-
言
に
す
れ
ば
濁
泡
民
族
的
た
る
も
む
L
図
案
的
自
兜
が
充
分
に
た
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
計
人
は
等
し
〈

心.

近
代
闘
家
建
設
正
左
っ
た
我
円
本
の
明
治
維
新
忙
あ
ら
は
れ
し
岡
家
精
神
し
」
之
を
比
較
し
て
A
附
り
に
も
そ
の
差
の
大
な
る
に
驚
〈
の

で
あ
る
。
而
も
亦
プ
ロ
シ
ヤ
が
濁
逸
帝
国
主
建
設
し
た
の
は
多
年
に
亙
っ
て
示
し
た
武
力
と
閲
枕
同
胞
の
一
如
き
粧
術
的
組
織
力
と
に

よ
れ
る
も
の
に
し
て
、
プ
ロ
シ
ヤ
王
家
が
澗
逸
帝
国
の
一
建
設
者
と
な
る
べ
き
侍
統
的
或
は
血
統
的
又
は
道
義
的
白
然
性
又
は
必
然
性

九一

欄
抱
第
二
帝
岡
時
代
田
世
骨
椿
痘
ル
」
箆
替

第
五
十
六
巻

r~[.l 

第
四
韓



潤
逸
第
三
帝
国
時
代
の
制
骨
格
壷
k
謹
管

第
五
十
六
巻

同
一
一
「
二

帯
四
韓

ブし

を
み
出
し
雄
い
の
で
あ
る
。
と
れ
調
布
地
が
第
一

J

次
世
界
大
戦
に
敗
る
K

L
」
共
に
わ
け
も
在
ぐ
プ
ロ
シ
ヤ
同
型
車
も
ホ

l

ヘ
ン
ツ
オ
ル
レ

ン
家
の
崩
壊
し
去
っ
た
所
以
で
あ
ら
う
。
ナ
チ
ス
が
潤
遜
園
出
来
の
弱
黙
を
閥
僻
心
不
完
全
及
び
岡
家
精
神
の
未
硝
立
に
あ
り
ー
と
な
す

に
亘
っ
た
の
も
、
第
一
一
帯
闘
白
か
〈
の
如
苦
果
た
き
倒
壊
忙
顧
み
る
も
の
で
託
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
要
す
る
忙
第
一
一
帯
闘
の
闘
家
精

耐
仰
は
ホ
1

へ
ン
ツ
オ
ル
レ
ン
王
家
の
精
榊
で
あ
り
北
調
遜
プ
ロ
シ
ヤ
の
精
榊
で
あ
り
、
そ
己
に
は
オ
1
ス
ト
リ

γ
精
一
川
と
相
容
れ
ぬ

も
の
、
南
潤
精
一
紳
と
融
和
し
難
き
も
の
が
あ
り
、
未
だ
以
で
濁
議
一
民
族

E
買
に
統
一
す
る
圃
家
精
一
川
で
は
な
か
っ
た
。
構
力
組
織
や

現
貸
主
義
的
危
そ
の
週
刊
世
に
就
て
は
完
m
誌
を
期
せ
ら
れ
た
が
未
だ
人
鴬
岡
家
(
阿
国
ロ
善

E
こ
で
あ
っ
て
民
族
関
家
言
。
-
z
z
E同
)
に
な

り
切
っ
て
ゐ
た
か
っ
た
と
い
は
れ
る
の
も
必
や
し
も
不
営
た
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

E
の
と
と
は
ナ
チ
ス
も
亦
認
め
て
ゐ
る
所
で

(
回
目

E
E
E
)
が
あ
っ
た
。

あ
る
。
さ
で
か
や
う
た
闘
憶
と
園
家
精
榊
を
も
っ
澗
逸
帝
闘
を
還
替
す
る
機
闘
と
し
て
帝
闘
議
合

(prrzm)
と
、
聯
邦
参
議
曾

後
者
E
モ
新
岡
家
を
特
色
付
け
る
重
要
た
る
も
白
で
あ
る
。
是
に
就
て
簡
単
に
説
明
せ
ん
に
、
そ
れ
は
聯

邦
主
義
に
悲
〈
集
合
に
し
て
各
君
侯
が
之
に
代
珂
者
を
訳
遁
じ
た
。
会
議
席
五
十
人
に
封
L
て
プ
ロ
シ
ヤ
は
十
七
を
有
し
、
と
与
に

於
け
る
一
一
一
分
の
二
は
帝
図
政
府
白
怠
士
山
中
グ
一
阻
止
す
る
こ
と
を
え
た
、
立
法
・
司
法
・
行
政
を
内
由
民
し
暗
闘
珠
算
を
定
め
帝
凶
と
各
聯

邦
の
紛
議
を
調
停
し
財
政
を
調
整
し
皇
帝
と
共
に
空
戦
を
布
告
し
帝
側
議
合
を
解
散
し
外
交
に
容
峻
す
る
と
と
が
出
来
た
。
更
に
又

そ
れ
は
各
邦
裁
判
所
の
上
に
帝
国
最
高
法
院
を
構
成
し
帝
岡
政
府
と
協
同
し
て
憲
法
の
改
正
忙
首
る
E
と
も
出
来
た
。
「
之
は
正
し
く

帝
園
至
上
樫
の
中
に
合
流
し
た
聯
邦
中
模
の
現
資
的
表
現
忙
外
た
ら
ぬ
L
。
E
の
聯
邦
参
議
合
に
於
で
プ
ロ
シ
ヤ
が
特
に
大
な
る
構
力

を
有
し
て
ゐ
て
新
凶
家
の
プ
ロ
シ
ヤ
化
に
有
利
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
も
プ
ロ
シ
ヤ
と
各
聯
邦
と
聞
の
複
雑
た
る
闘
係
を
察
す
べ
き

で
あ
ら
う
。

/ 



苦
人
は
進
み
て
第
二
帝
図
時
代
の
枇
合
的
構
造
の
検
討
に
移
ら
う
。

第
二
帝
国
時
代
は
之
を
濁
逸
自
由
主
義
又
は
資
本
主
義
の
時
代
注
り
と
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
祖
州
通
自
由
主
義
・
資
本

主
義
は
第
二
帝
闘
の
建
設
に
上
り
て
始
め
て
生
ま
れ
た
も
の
に
非
ゃ

ιて
、
フ
ラ
Y

ス
革
命
白
生
ん
だ
そ
の
思
想
は
つ
と
に
澗
逸
に

流
れ
込
み
十
八
世
紀
に
は
ヂ

1
テ
・
シ
ラ

I
・
ラ
イ
ブ
一
一
ッ
ツ
・
プ
ッ
フ
ェ

y
ド
ル
フ
等
の
如
き
近
代
的
思
想
の
先
駆
者
を
出
し
た
。

経
済
は
官
時
は
中
世
的
な
も
白
に
止
っ
て
ゐ
た
が
、

一
八
三

O
年
の
第
二
夫
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
濁
海
諸
邦
に
自
由
主
義
造
法
を
採
用

せ
し
め
、
経
術
的
に
も
猟
逸
は
農
業
幽
か
ら
工
業
凶
へ
移
ら
ん
と
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
種
々
の
事
情
の
結
果
在
る
が
、
蒸
汽
機

開
-
餓
道
・
紡
絞
機
械
・
織
機
等
位
界
を
鐙
革
し
た
る
諸
後
明
、
化
製
・
物
迎
撃
上
の
諸
護
見
等
に
負
ふ
乙
と
い
ふ
ま
で
も
た
い
。
加

之
、
英
上
ロ
利
か
ら
自
山
貿
易
論
が
大
陸
に
侵
入
し
て
濁
治
経
済
を
刺
戟
し
た
る
子
と
、
調
逸
諸
邦
の
聞
に
プ
ロ
シ
ヤ
に
よ
り
て
閥
税

同
盟
の
締
結
せ
ら
れ
た
己
と
交
通
の
急
建
た
る
夜
連
等
が
叉
甚
大
友
る
殻
旧
取
を
及
ぼ
し
た
と
い
は
ね
ば
友
ら
ぬ
。
さ
て
閥
枕
同
盟
が

北
獅
遜
聯
邦
に
更
に
三
耐
押
し
て
調
泡
帝
関
と
友
る
に
及
び
て
凋
治
経
済
は
強
力
怠
る
闘
権
白
指
導
の
下
に
計
車
問
的
に
繋
属
せ
し
め
ら

る
L

に
至
っ
た
。
新
し
き
獅
逸
帝
閣
の
経
済
的
基
礎
は
先
に
鴻
べ
し
如
〈
既
に
閥
税
同
盟
に
於
て
準
備
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
帝
国
と
友

る
や
杢
領
士
に
亙
る
通
商
法
規
を
統
一
し
て
人
と
商
品
の
移
動
を
自
由
に

L
克
に
通
貨
制
度
を
統
一
す
る
忙
至
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
の
設

立
首
時
制
判
逸
は
七
つ
の
通
貨
地
域
に
分
れ
更
に
相
互
に
全
く
無
閥
係
た
三
十
二
白
護
器
銀
行
が
あ
り
全
然
呉
れ
る
法
規
の
下
に
渡
券

祈
勤
を
た
し
て
ゐ
た
。
か
く
の
如
き
混
沌
た
る
通
貨
制
度
を
帝
国
は
統
一

L
、
然
も
、
従
来
の
銀
本
位

E
金
本
位
花
代
ふ
る
に
至
つ

た
。
新
帝
国
は
叉
各
邦
毎
に
相
違
せ
し
度
量
衡
を
メ
ー
ト
ル
法
に
統
一
し
郵
使
を
ラ
イ
巳
の
事
業
と
左
し
会
ず
ア
リ
ヤ
と
ユ
ル
テ
み
を

除

f
)
、
護
券
銀
行
法
(
一
八
七
五
年
)
に
よ
り
て
中
央
銀
行
と
し
て
の
帝
岡
銀
行

(mgrzsr)
を
設
貯
、
商
同
時
保
謎
法
・
著
作
機
・

特
許
構
法

E
作
り
(
一
八
七
山
七
七
年
)
又
、
一
八
七
三
年
か
ら
七
八
年
に
亙
り
て
多
く
の
私
設
鈴
道
が
岡
有
に
移
さ
れ
、
プ
ロ
シ

調
地
第
二
帝
岡
時
代
田
社
官
構
趨
と
運
瞥

第
五
十
六
巻

匹l

館
側
銃

ブし



掲
品
曲
第
一
一
帝
国
時
代
。
枇
曾
構
強
と
謹
脅

第
五
十
六
巻

同一一一四

第
四
拙

:九
四

ヤ
財
政
主
布
利
に
し
た
る
の
み
註
ら
宇
交
通
の
一
大
抵
る
殻
展
を
促
し
た
。
普
例
戦
争
に
勝
利
を
え
た
結
果
合
併
し
た
ア
ル
切
ス
ル
」
ロ

ー
レ
ン
と
、
加
之
、
悌
蘭
西
か
ら
牧
め
た
五
十
億
法
の
賠
償
金
が
新
興
猟
逸
の
経
済
白
費
展
を
助
け
た
る
己
と
の
大
な
る
は
い
ふ
ま

で
も
た
い
J

さ
で
か
〈
O
如
く
し
て
濁
遜
経
済
は
愛
展
し
濁
逸
岡
民
は
「
前
例
の
な
い
繁
柴
と
政
治
的
構
力
と
経
済
的
膨
張
を
愉
し

む
」
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
新
し
き
枇
舎
に
は
多
一
〈
白
新
し
昔
問
題
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
新
し
き
問
題
と
は
(
一
)
人

ロ
の
都
巾
集
中
白
問
題
、
(
二
)
猫
友
人
の
勢
力
接
頭
の
問
題
、
(
一
一
己
資
本
家
と
弊
働
者
と
の
階
級
的
問
題
並
び
忙
粧
品
問
主
義
運
動
、

(
問
)
政
治
的
詩
集
派
の
樹
立
。
問
題
等
が
之
で
あ
る
。
j

(
一
)
人
口
白
都
市
集
中
の
問
題

澗
逸
の
人
口
は
一
八
七
一
年
以
来
素
晴
し
イ
務
展
し
一
九
一
周
年
ま
で
に
四
千
寓
人
か
ら
六
千

九
百
高
人

K
K
っ
た
。

E

D
期
聞
に
於
け
る
都
市
の
環
展
は
目
提
し
〈
人
口
十
南
以
上
の
都
市
は
一
八
七
一
年
に
は
八
を
数
ム
る
が

一
九
一
四
年
に
は
賓
に
四
十
八
に
上
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
農
民
白
金
人
口
比
封
ず
る
剖
合
は
以
前
は
七
六
沼
た
り
し
が
今
十
五

O
%

に
低
下
し
た
。
カ
ツ
セ
ル
は
調
渇
D
農
業
工
業
そ
の
他
・
商
業
及
び
交
通
業
人
目
白
-
八
八
二
年
・
一
八
九
五
年
・
一
九

O
七
年
分
を

詳
細
に
検
討
じ
て
、

一
八
八
三
年
か
ら
八
九
年
に
か
け
て
約
三
百
五
十
南
人
が
理
業
を
去
り
、

一
八
九
五
年
か
ら
一
九

O
七
年
全
で

に
は
四
国
三
十
七
高
人
が
農
業
を
す
て
去
っ
た
。
前
者
は
年
々
陀
平
均
す
る
正
二
十
七
高
人
、
後
者
は
三
十
六
寓
五
千
人
に
上
る
と

報
昔
し
て
ゐ
る
。
更
に
ス
チ
品
デ
イ
ン
ラ
イ
グ

1
K
よ
れ
ば
相
州
議
人
口
の
都
市
集
中
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

年一
八
七
一

一
八
八
O

一
へ
丸
O

一九
O
O

性
民
(
百
寓
人
単
位
)

一
、
九
六

一一一、七七

者
、
九
九

丸
、
一
二

大
都
市凡

一
山

コ
四

=一五

帝
岡
住
民
に
劃
す
る
百

四・八
七・二

一一一・一
一大・ニ

頁 26口
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コヨー
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A
ニ

. 

右
目
如
昔
都
市
の
膨
張
は
離
村
せ
る
農
民
に
よ
切
で
た
さ
れ
た
る
も
の
在
る
が
と
の
外
、

一
八
四

O
年
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で

K
E
百
高
の
調
洛
人
が
海
外
に
移
住
し
た
と
い
は
れ
呂
。
き
て
農
民
の
都
市
集
中
は
種
々
の
原
因
例
之
、
新
興
工
業
叉
は
自
由
貿
易

に
よ
る
外
岡
農
産
物
移
入
に
土
る
不
利
慶
也
、
農
民
の
都
市
文
化
へ
の
慢
隈
或
は
屡
々
指
摘
せ
ら
る
as
如
〈
比
凋
逸
民
族
の
移
動
性

(
司
自
骨
E
口
問
)
等
々
に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
兎
も
角
か
A
る
人
口
の
都
市
集
中
は
濁
遜
枇
舎
の
大
な
る
礎
化
を
爾
ら
ず
に
は
居
ら
た

か
っ
た
。
帥
ち
都
市
化
し
た
人
口
の
同
陪
率
は
農
村
の
そ
れ
に
比
し
で
低
き
た
め
に
澗
逸
人
口
D
褒
民
主
阻
止
し
た
こ
と
、
都
市
の

過
大
膨
張
は
都
市
を
し
て
枇
舎
問
題
の
酵
母
た
ら
し
む
る
忙
至
れ
る
Z
と
、
更
に
は
都
市
民
化
す
る
に
よ
り
て
人
々
は
理
智
的
・
批

判
的
と
社
句
碑
腕
め
に
闘
民
の
侍
統
的
精
神
や
信
傑
が
失
は
れ
た
と
と
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
殊
に
農
村
忙
残
れ
る
農
民
の
み
を
以
て
し

て
は
潤
遡
国
民
の
築
養
が
供
給

L
え
ら
れ
た
〈
在
っ
た
と
い
ム

E
と
は
、
調
品
措
枇
舎
に
危
機
を
胎
ま
し
た
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら

む
。
替
利
主
義
の

F
陀
自
由
に
放
任
す
る
揚
合
農
村
、
r一
農
民
と
は
都
市
と
都
市
民
と
に
歴
迫
せ
ら
れ
て
ゆ
〈
己
と
は
明
瞭
な
る

ιも

拘
も
や
、
調
迩
帝
国
は
都
部
白
均
衡
に
就
て
の
根
本
的
針
策
を
樹
て
え
友
か
っ
た
。
新
政
府
が
資
本
家
階
級
と
地
方
貴
族
の
た
め
で

あ
っ
た
と
の
批
離
は
、
之
を
民
族
全
館
的
に
み
て
も
汁
受
し
た
け
れ
ば
注
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

猶
太
人
の
勢
力
接
頭
D
問
題
市
抑
も
禍
太
人
の
欧
洲
に
於
け
る
援
頭
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
契
機
と
す
る
。
か
の
革
命
白
標

一) 

語
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
も
猶
太
人
の
操
れ
る
フ
リ
1
メ

1
ソ
y
か
ち
起
っ
た
と
い
は
れ
る
。

フ
ラ
ン
界
一
革
命
は
西
献
の
猶
太
人
を

解
放
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
呂
こ
の
猶
太
人
の
解
放
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
を
通
じ
て
潤
逸
に
も
及
ぼ
さ
る
こ
と
h
在

り
、
時
の
錦
政
者
の
猶
太
人
利
用
策
と
結
び
て
潤
逸
狛
太
人
勃
興
白
第
一
歩
が
始
っ
た
。
こ
れ
よ
り
澗
逸
帝
副
成
立
頃
ま
で
に
於
け

る
猶
太
人
問
題
の
鼓
展
史
は
識
に
詳
説
す
る
飴
裕
を
有
し
た
い
が
、
ヲ
ラ

Y

ス
大
改
革
に
つ
ぐ
フ
ラ
ン
ス
七
月
革
命
・
フ
ラ
ン
ス
二

澗
起
第
一
一
帝
闘
時
代
目
枇
骨
格
識
と
題
昔

第
五
干
ム
ハ
巻

凶一一-五

部
同
腕

;iL 
ヨ王

本項は菅原意著，凋亀に於ける橋大人問題に主としてよい回王天建宇著猫大
思想及運動を参考す。

、

• 



潤
抱
第
二
帝
閣
時
代
。
枇
骨
格
誼
と
巡
曹

第
五
十
六
巻

同一一一六

俸
内
抗

L
-
、

J
/
J
F
 

月
革
命
の
影
響
を
う
け
る
毎
に
狛
太
人
に
謝
す
る
座
迫
は
経
め
ら
れ
、
狛
友
人
は
基
将
教
徒
澗
治
人
と
の
干
等
の
棒
利
を
望
ん
で
一

路
闘
争
を
続
け
た
。
か
く
す
る
中
に
プ
ロ
シ
ヤ
を
中
心
と

ιて
の
議
濁
統
一
の
準
備
も
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
猶
太
人

低
調
泡
統
一
に
就
て
は
ア
ロ
シ
ヤ
を
援
助
し
、

一
八
六
四
年
白
丁
抹
戦
争
・
一
八
六
六
年
白
普
填
戦
争
に
も
多
く
従
軍
し
、

P
1
サ

1

・
シ
ム
ソ
ン
・
パ
ル
ベ
ル
ガ
1
白
如
き
は
調
泡
建
設
白
上

ι絶
大
在
る
貢
献
を
た
し
て
ゐ
る
。
さ
て
相
側
議
統
一
の
大
立
物
ピ
ス
マ

ル
ク
が
一
八
六
二
年
プ
ロ
シ
ヤ
の
宰
相
と
た
う
た
が
、
依
は
E
の
頃
か
ら
青
年
時
代
の
反
猶
的
態
度
主
改
め
て
狛
太
人
の
勢
力
を
利

用
せ
ん
と
す
る
め
政
策
か
ら
猶
太
人
の
移
住
・
職
業
・
そ
の
他
身
分
上
・
宗
教
上
の
差
別
を
撤
廃
L
、

一
八
六
九
年
比
「
宗
教
上
信

保
ノ
相
違
一
一
ヨ
リ
市
民
的
並
z

園
民
的
構
利
ノ
上
一
一
加
ヘ
ラ
レ
、
今
命
存
ス
ル
一
切
ノ
制
限
ヲ
撤
廃
ス
、
殊
ユ
公
共
園
間
ノ
議
員
及

ピ
公
吏
ノ
就
職
-
一
ア
ツ
ア
ハ
宗
教
的
信
保
一
一
関
係
ス
ル
コ

T
ナ
シ
」
長
い
ふ
猪
太
人
解
放
由
法
律
を
公
布
し
た
。
己
白
法
律
は
一
八

七
一
年
の
濁
泡
帝
国
憲
法
に
も
探
鉱
せ
ら
れ
た
。
幾
百
年
間
葛
藤
紛
糾
を
績
け
た
濁
逸
に
於
け
る
狛
太
人
問
題
は
政
治
的
民
解
決
せ

ら
れ
、
爾
来
こ
由
法
律
が
ナ
チ
ス
白
「
7
1
p
プ
V

人
目
立
法
」
に
よ
り
て
撤
腕
せ
ら
る
h

ま
で
六
十
年
間
濁
泡
猶
太
人
を
獅
逸
市

民
と
し
て
場
停
上
政
治
上
平
等
に
取
扱
は
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
泊
に
ピ
ス
マ
ル
ク
己
そ
凋
引
退
に
於
け
る
狛
太
人
解
放
の
全

責
任
者
で
あ
る
。
併
し
ピ
1

マ
ル
ク
は
理
論
的
・
思
怨
的
に
か
込
る
親
猶
政
策
忙
出
で
た
る
に
非
守
し
て
、
調
逸
帝
岡
の
建
設
と
い

ふ
寅
際
的
・
現
寅
的
立
揚
か
ら
之
を
採
っ
た
司
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
ら
品
。
吾
人
は
猫
遜
帝
国
建
設
営
時
慨
に
猶
太
人
を
敵
に
し
雑
音

ま
で
に
猫
太
人
白
潜
勢
力
自
存
し
た
E
と
を
認
め
ね
ば
た
ら
ぬ
。
さ

τ
一
八
六
九
年
の
法
律
の
公
布
せ
ら
る

LLT波
蘭
・
露
西
耳
目
白
塊

太
利
・
旬
一
才
利
・
羅
防
局
等
か
ら
猶
末
人
が
多
数
濁
過
に
流
れ
来
一
担
、
濁
過
は
中
肱
に
於
け
る
彼
等
の
幾
土
と
な
っ
た
。
猶
太
人
に
針

す
る
政
治
的
解
決
は
ピ
λ

マ
ル
ク
に
よ
り
て
注
さ
れ
た
る
も
の
圏
内
に
於
け
る
反
狛
運
動
は
そ
白
後
も
た
ゆ
る
己
と
注
〈
、
殊
に
猶

(
註
三
)
旬

太
人
の
勢
力
が
粧
消
上
・
政
治
上
に
著
し
く
な
る
に
つ
け
て
燃
え
土
っ
て
い
っ
た
。
反
猶
論
の
根
擦
は
人
々
に
よ
り
て
異
る
が
之
を

貰 195菅原意著，凋逸に於ける猶太人問題の研究3) 



(
匙
ニ
)
二
ハ
凡
九
年
由
法
待
公
布
以
来
澗
抱

m
禍
太
人
は
誠
暫
し
て
ゐ
る
。
伯
体
で
は
橋
大
人
が
↓
八
四
O
年
六
、
凶
五
六
人
(
鱒
人
口
四
一
一

民
)
一
八
七
一
年
に
は
=
二
ハ
、
O
二
O
人
(
総
人
口
白
回
・
四
百
三
ケ
ル
ン
で
は
周
期
間
に
六
一
五
人
b
b
z
一
二
七
三
人
(
総
人
口
白

0
・
九
岸
よ
り

二
五
匹
へ
)
に
上
り
、
そ
白
他
プ
レ
ス
ラ
ウ
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
-

A

ン
プ
ル
ク
・
ド
レ
ス
芦
シ
-

A

ノ

Z
V
ア
E
-
ミ
品
ン
へ
ン
ま
で
そ

白
間
一
一
倍
乃
至
一
二
倍
に
上
っ
た
。

抽
岬
括
ず
れ
ば
、
猶
太
人
は
{
示
談
的
に
且
つ
人
種
的
に
濁
逸
化
し
な
い
、
つ
一
同
中
に
更
に
一
闘
を
在
す
」
、
特
殊
的
岡
民
性
白
承
認
を

要
求
し
て
や
ま
ぬ
、

-
切
の
同
搭
を
要
求
す
る
態
度
は
「
家
主
民
族
」
に
劃
す
る
隼
敬
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
る
b

西
欧
に
於
け
る
狛

-
友
人
の
数
は
少
い
が
務
迩
?
セ
れ
は
多
く
且
つ
激
増
の
傾
向
が
あ
り
か
れ
ら
白
子
孫
の
勢
力
怖
る
べ
き
も
白
が
あ
る
等
々
で
あ
る
。

之
に
封
し
て
猫
太
人
側
或
は
猶
太
人
側
に
好
意
を
も
っ
基
督
数
徒
濁
治
人
側
か
ら
の
反
駁
も
盛
ん
に
行
は
れ
た
。
反
駁
論
に
も
色
々

る
る
が
猪
太
人
は
同
化
に
努
め
て
ゐ
る
。
各
民
族
は
各
市
特
質

E
有
下
之
を
抹
殺
す
る
権
利
は
他
民
族
に
た
い
。
タ
ル
ム
ー
ド
そ
の
他

粧
典
に
非
基
替
教
的
た
も
の
が
あ
る
と
た
ず
は
誤
解
左
り
、
帝
闘
内
の
民
族
的
封
立
は
不
利
た
り
、
猫
太
人
に
謝
ず
る
反
感
は
成
上

り
者
に
封
ず
る
嫉
硯
反
感
殊
陀
凋
海
資
本
家
又
は
貴
族
地
主
白
そ
れ
で
あ
る
等
々
で
あ
る
が
、
己
の
針
立
論
争
は
議
輸
そ
り
も
白
と

し
て
は
解
決
し
う
ぺ
〈
も
な
い
も
四
で
あ
る
が
故
に
そ
り
ま
誌
の
情
勢
が
永
〈
績
く
の
外
た
か
っ
た
。
さ
て
猶
太
人
の
殻
展
は
反
猶

6
 

運
動
白
影
響
を
う
け
て
一
八
八

0
年
代
に
は
や
A
抑
へ
ら
れ
た
如
〈
-
な
る
が
、
然
る
に
も
拘
ら
や
紹
針
教
に
於
て
は
断
え
や
増
加
し

2

(

桂

一

ニ

)

句

頁

殊
に
大
都
市
に
於
て
そ
れ
が
甚
だ
し
く
そ
の
職
業
も
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
白
ぴ
猶
太
人
の
毅
育
上
も
著
し
〈
進
歩
し
た
。

(
註
一
三
一
八
九
五
年
士
濁
猶
太
人
の
職
業
別
調
査
に
よ
れ
ば
商
業
=
二
高
一
一
一
、
製
産
業
一
二
寓
八
、
自
由
臓
業
u
A
F
品
共
業
一
二
高
七
、
無
職
人
高

農
業
O
高
五
七
、
健
紳
O
寓
一
八
九
に
し
て
之
が
割
合
を
百
分
串
に
ナ
れ
ほ
商
業
以
下
鵬
を
逐
へ
ば
五
五
百
、
一
一
一
一
封
、
六
五
月
、
一
四
百
、
一
括
、

O
三
回
に
し
て
商
業
は
組
曲
T
多
〈
、
夫
は
工
場
・
工
業
家
内
工
業
的
製
産
に
従
事
ナ
る
も
白
に
し
て
之
は
多
〈
は
責
本
家
、
或
は
工
場
組
替
者
で
ち

る
。
農
業
従
事
者
自
極
晶
で
少
い
と
と
は
詰
志
せ
ら
る
べ
き
と
と
で
島
る
。
基
督
教
徒
で
は
長
職
業
者
自
二
割
凶
分
は
農
業
者
な
る
に
論
大
人
白
場
合

は
僅
か
に
一
見
で
あ
る
。
自
由
職
業
者
と
は
耕
護
士
・
盤
師
・
担
者
・
敬
師
轄
を
包
括
す
。

調
麹
事
二
帝
闘
時
代
の
世
骨
格
識
と
蓮
普

第
五
十
六
巻

四
=
一
七

第
四
腕

ブL
七

菅原氏前掲香，

一一ー一一一一一一 一一一←一一一一

4) 



捕
時
戸
市
岡
持
枠
の
社
合
格
誼
之
理
普

第
五
十
六
巻

四

，、

第
四
掛

ブL

F、

解
放
白
法
律
公
布
以
車
猶
大
人
の
子
弟
忙
し
て
串
校
に
入
畢
す
る
も
の
攻
勢
に
晴
加
し
、
プ
ロ
シ
ヤ
で
は
茶
督
教
徒
の
串
童
は
九
回
同
ま
で
小
串
校

卒
業
で
満
足
す
る

m
に
橋
大
人
町
場
合
は
キ
数
民
上
上
級
の
串
綾
へ
謹
み
、
一
八
九
五
年
ア
ロ
シ
ヤ
回
大
串
庄
中
指
太
人
は
一

O
屈
に
上
っ
て
ゐ
る
と

報
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

治
太
人
は
か
〈
の
如
く
経
済
的
・
文
化
的
に
そ
し
て
又
常
然
比
政
治
的
に
進
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
人
種
的
に
も
調
遜

人
民
危
機
を
感
ぜ
し
む
る
に
至
れ
る
は
猶
太
人
と
狽
逸
人
と
の
混
血
の
多
く
行
は
れ
て
来
た
乙
と
で
あ
る
c

太
人
の
結
婚
中
プ
ロ
シ
ヤ
人
と
の
そ
れ
は
一

O
K謝
す
る
ご
な
り
し
が
、

入
:tL 
九
年
『亡

は
五
忙

封
ず

る

に 一
増八
力U i¥ 
し O
た年
o ま
二で
十唱は

世猶

紀
に
入
る
に
及
び
て
反
猶
運
動
が
民
族
的
人
種
的
色
彩
を
強
く
す
る
に
至
れ
る
ほ
潤
逸
人
忙
於
け
る
猫
太
人
問
題
を
い
主
い
主
複
雑

深
刻
在
る
も
白
在
ら
し
め
た
。
反
猶
蓮
動
は
待
々
一
概
大
し
そ
れ
に
臆
巴
て
猶
太
人
は
浸
透
せ
る
枇
合
的
勢
力
に
よ
り
て
愈
三
平
等
謝

策
白
一
枇
合
的
構
利
を
要
求
し
た
が
、
そ
の
容
れ
ら
る
ペ
〈
も
泣
き
を
み
て
、
彼
等
は
と
の
上
は
最
早
自
己
防
禦
の
外
手
段
と
た
し
一

九
O
四
年
に
は
「
満
逸
猶
太
人
の
聯
合
」
を
結
成
し
て
積
観
的
に
世
合
的
陪
山
γ禦
の
闘
争
を
開
始
す
る
忙
至
っ
た
。
第
一
次
世
界
戦
争

は
由通

。
主日
吉

祉
曾
的
封
立
と
葛
藤

を
も

高
け
乍
ち
開
始
せ
ち
れ
7そ
の
で
あ
る

む

苦
人
は
濁
治
第
二
帝
国
時
代
の
枇
合
的
構
造
を
眺
め
来
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
多
〈
論
議
す
べ
き
も
白
を
残
し
つ
L
議
定
白
紙
数

す

ぴ

を
費
し
て
し
ま
っ
た
。
残
さ
れ
た
る
部
分
は
改
め
て
補
足
す
る
こ
と
与
し
て
一
旦
摘
筆
ず
る
己
と
を
許
さ
れ
た
い
と
思
ム
。
以
上
漣

ベ
た
る
所
の
み
に
止
る
も
、
相
偶
逸
第
二
帝
閣
時
代
の
社
合
構
造
と
蓮
替
に
は
根
木
的
た
快
陥
の
存
し
て
ゐ
た
E
と
を
知
ら
ね
ば
た
ら

ぜユ。




